
富士川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～甲府盆地をはじめとする富士川流域を水災害から守る流域治水の推進～

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により、甚大な被害が発生したことを踏まえ、富士川水系においても、急流河川であり洪水エネルギーが大きく
侵食被害が頻発していることや、洪水浸水想定区域に人口が集中している流域の特徴を考慮して、事前防災対策を進める必要がある。

○国管理河川区間においては、堤防強化等を推進するとともに、富士川、釜無川については戦後最大の昭和57年8月、笛吹川については昭和34年8月洪水と同規模の洪水
から家屋の浸水を回避する。

○また、二線堤や霞堤の保全・整備等の浸水範囲を限定する対策や広域避難計画の策定などハード・ソフト一体となった総合的な対策を進めていく。

【位置図】

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防強化、堤防整備、河道拡幅、河道掘削、放水路整備 等
・利水ダム等の事前放流
・下水道に関する排水施設の整備、施設の耐水化
・いのちとくらしを守る土砂災害対策
・森林整備、治山対策
・海岸保全施設整備の推進
・雨水流出抑制施設の整備

■被害対象を減少させるための対策
・二線堤・霞堤の保全・整備等

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

県境 流域境
※ ○○川 は、県・政令市管理河川の代表的な箇所（河川）を示したものである。
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地図等を用いた
災害教訓の“見える化”

「被害軽減、早期復旧・復興のための対策」等は、
富士川流域における減災対策協議会にて取組む

下水道施設
の耐水化
（山梨県）

下水道施設
の耐水化、排
水施設整備
（甲府市）

排水施設整備
（南アルプス市）

排水施設整備
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道路高架区間の一時
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内水氾濫
対策検討
（富士市）

河道改修
橋梁架替
（富士市）

凡例

浸水想定範囲
（整備計画規模）

大臣管理区間

（案）

二線堤・霞堤の保全・整備

甲斐市竜王（信玄堤）

原川

■被害軽減、早期復旧・復興のための対策
・広域避難計画の策定
・講習会等によるマイ・タイムラインの策定・運用
・多機関連携タイムラインの策定、運用
・緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施
・簡易型河川監視カメラの活用
・道路高架区間の一時避難場所としての活用
・地図等を用いた災害教訓の“見える化”

堤防強化の例

韮崎市韮崎千本柳地先：釜無川

砂防関係施設の整備例

尾白川第三砂防堰堤

利水ダム等

護岸整備
河道掘削

護岸整備
河道掘削

市町村境

いのちとくらしを守る土砂
災害対策（山梨県）

河道拡幅

河道拡幅

河道拡幅

堤防整備河道拡幅

広瀬ダム

琴川ダム

塩川ダム

大門ダム

頭佐沢ダム

上来沢川ダム

小樺ダム

丸山ため池
荒川ダム

西山ダム

保利沢川ダム

雨畑ダム

柿元ダム

大倉川農地
防災ダム

上日川ダム

資料－２

森林整備
（森林整備
センター）
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工程

短期 中期 中長期

氾濫域の市街地等を守る堤防整
備、堤防強化　等

国・県・市

下水道に関する排水施設の整備、
施設の耐水化

県・市

いのちとくらしを守る土砂災害対策 国・県

海岸保全施設整備の推進 国

被害対象を減
少させるため

の対策
二線堤・霞堤の保全・整備　等 国・市町

広域避難計画の策定 国・県・市町等

講習会等によるマイ・タイムライン
の策定・運用

国・県・市町等

区分 対策内容 実施主体

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす
ための対策

被害の軽減、
早期復旧・復
興のための対

策

気候変動を踏まえた更なる対策を推 進

富士川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】
～甲府盆地をはじめとする富士川流域を水災害から守る流域治水の推進～

 富士川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短期・中期】 富士川の中流山間部での家屋浸水被害の発生を未然に防ぐため、無堤部における堤防整備を実施。
【中 長 期】 甲府盆地や加島平野の市街地の浸水被害を防ぐため、堤防強化や河道拡幅・河道掘削等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

 あわせて、急流河川であり、洪水浸水想定区域に人口が集中している流域の特徴を踏まえ、二線堤や霞堤の保全・整備等の浸水範囲を限定する対策
や流出抑制対策等の流域における対策、広域避難計画の策定及び講習会等によるマイ・タイムラインの策定・運用等のソフト対策を実施。

※具体的な対策内容は今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

中長期

無堤部の堤防整備等により、
富士川中流部（身延町）での
一部浸水被害解消

無堤部の堤防整備等により、
富士川中流部（富士川町）での
一部浸水被害解消

富士川中流部（身延町）での
一部浸水被害解消

富士川中流部（富士川町）での
一部浸水被害解消

（案）

短期 中期

中流山間部で富士川の浸水による
家屋浸水が発生

現在
市川三郷町

富士川町

富士川町

富士川 →

市川三郷町

身延町

身延町

市川三郷町

身延町

身延町

市川三郷町

富士川町

富士川町

富士川 →

市川三郷町

身延町

身延町

市川三郷町

富士川町

富士川町

富士川 →

解消

解消

Administrator
テキストボックス
０２



短期 中期 中長期
実施
主体

直ちに検討、
必要な対策を調整のうえ実施

短期的に検討、
必要な対策を調整のうえ実施

継続して検討、
必要な対策を調整のうえ実施

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
(1)洪水氾濫対策

①堤防整備、ダム建設・再生等の加速化 国県市

(2)内水氾濫対策

①都市浸水対策の強化
（下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等）

県市

(3)土砂災害対策

①いのちとくらしを守る土砂災害対策 国県

(4)高潮・津波対策

①海岸保全施設整備の推進 国

(5)流水の貯留機能の拡大

①利水ダム等による事前放流の更なる推進
（協議会の創設等）

国県

(6)流域の雨水貯留機能の向上

①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化
（貯留機能保全区域の創設、
　雨水貯留浸透施設整備の支援制度の充実 ）

市町

②森林整備、治山対策
県市町

森林整備
センター

③雨水貯留浸透施設の整備
（民間企業等による整備、未活用の国有地の活
用）

県市町

2.被害対象を減少させるための対策
(1)水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

①防災指針の作成 市

(2)浸水範囲の限定・氾濫水の制御

①二線堤の整備や自然堤防の保全 国市

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
(1)土地の水災害リスク情報の充実

①水災害リスク情報空白地帯の解消 国県市町

②地域の水防体制の強化 国県市町

(2)あらゆる機会を活用した水災害リスク情報の提供

①土地等の購入にあたっての
　水災害リスク情報の提供

国県市町

(3)避難体制等の強化

①洪水・高潮予測の高度化 国県市町

②ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定 国県市町

③安全な避難先の確保 国県市町

④広域避難体制の構築 国県市町

⑤住民の主体的な避難行動につながるための平
時の取組

市町

(4)経済被害の軽減
①鉄道・河川・道路事業者等に対する、水害リス
ク情報や水害の回避・被害軽減のための様々な
取組についての情報提供

国県市町
ＪＲ

②・鉄道・河川・道路事業者等の連携による交通
ネットワークの確保

国県市町
ＪＲ

(5)関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化
①被災自治体に対する支援の充実
（権限代行の対象を拡大し、
　準用河川、災害で堆積した土砂の撤去を追加）

国県市町

②広域的な被災情報を迅速に把握 国県市町

③氾濫水を早期に排水するための対策 国県市町

対策区分

■各対策のバーチャート　【富士川水系流域治水プロジェクト】

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：甲府河川国道事務所】

『富士川水系直轄河川改修事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（1）洪水氾濫対策

①堤防整備、ダム建設・再生等の加速化

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

甲府河川国道事務所、山梨県、静岡県、富士市

■取組の概要：富士川、釡無川、笛吹川において戦後最大の洪水と同規模の洪水から家屋の浸水を回避する。

・戦後最大洪水時に
浸水被害実績のあ
る地区において、築
堤等の浸水防止対
策を推進します。

浸水防止対策
（堤防整備）

河道断面の確保対策（堤防整備・河道掘削）

・河積不足となっている、富士川の十島堰上流部、笛吹川の成田地区を対象に、河床
掘削による河道断面の確保対策を推進します。

・堤防断面が不足している区間において築堤を推進します。

洗掘防止対策（堤防強化）

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

（案）
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：山梨県】

『下水道施設の耐水化への取組』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（2）内水氾濫対策

①都市浸水対策の強化（下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等）

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている県市町村

山梨県、南アルプス市、甲府市、富士市、富士宮市

釡無川浄化センター

峡東浄化センター

止水板の整備 防水窓の整備

受変電設備等
の移設

ハード対策

○対策浸水深より大きな浸水深に対しては、ＢＣＰ
によるソフト対策によって「下水道機能の迅速な
回復」を目指した、施設の浸水対策を含むＢＣＰ

の見直しに取り組む。

○下水道施設の耐水化対策については、令和３年度までに耐水
化計画を策定、その後概ね５年程度で受変電設備やポンプ設
備等の耐水化を行い揚水機能を確保、また１０年程度で沈殿
機能等を確保を目標とする。

ソフト対策

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：富士川砂防事務所・山梨県】

『いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進に関する取組』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（3）土砂災害対策

①いのちとくらしを守る土砂災害対策

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

富士川砂防事務所、富士砂防事務所、長野県、山梨県、静岡県

直轄砂防事業

早川流域・釜無川流域における土砂・洪水氾濫対策と
土石流対策を実施【富士川砂防事務所】

災害発生直後
尾白川第三砂防堰堤

補助砂防関係事業

土砂災害対策のイメージ

地域の生活や経済を支える基礎的・基幹的なインフラ施設
を保全する施設整備を計画的・集中的に実施。

砂防関係施設
の整備

一級河川常葉川 一級河川栃代川

指定避難場所
（旧中学校）

地すべり防止区域

被害想定区域

砂防事例写真
急傾斜事例写

真

上記以外の富士川流域における土石流対策、急傾斜地崩壊
対策、地すべり防止対策を実施【山梨県】

急傾斜地崩壊対策 丸林地区（甲州市大和町） 地すべり防止対策 五条地区（身延町常葉）

砂防事例写真

一級河川富士川

第一次緊急輸送道路
（国道５２号）

要配慮者利用施設
（飯富病院）

浸水想定区域浸水想定区域

土石流対策下天神沢川（身延町飯富）

土砂災害警戒区域

（案）

※別紙「各対策のバーチャート」における分類
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有脚式離岸堤

養浜工
（砂浜の形成）

堤防

ブロック式
離岸堤

根固工

消波堤

高潮
高波

■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：沼津河川国道事務所・静岡河川事務所】

『富士海岸の海岸保全対策』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（4）高潮・津波対策

①海岸保全施設整備の推進

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

沼津河川国道事務所、静岡河川事務所

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

富士海岸の保全対策イメージ

背後地を守る海岸保全施設

静岡市
清水区

◯ 海岸堤防、砂浜（養浜）、離岸堤等の海岸保全対策により、伊勢湾台風規模の高
潮・高波に対して、背後地である沼津市・富士市・静岡市清水区市街地の安全・安
心を確保する

◯ 富士海岸は、近年、富士川からの土砂供給の減少等により、砂浜が後退していた

◯ このため、引き続き離岸堤等の海岸保全施設を整備するとともに、富士川流域一
体となった流域治水・総合土砂管理に基づく関係機関が連携した砂浜の形成・維
持（養浜工等）の取り組みをより推進していく

（案）

Administrator
テキストボックス
０７



■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：甲府河川国道事務所】

富士川水系流域協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

甲府河川国道事務所、山梨県

▽ 平常時最高貯水位（常時満水位）

▽ 洪水時最高水位（サーチャージ水位）

洪水調節容量

利水容量

利水容量を一時的に使用

事前放流のイメージ図

【事前放流とは】
大雨となることが見込まれる場合に、大雨の時により多くの水をダムに貯められるよう、
利水者の協力のもと、利水のための貯水を河川の水量が増える前に放流してダムの
貯水位を低下させ、一時的に治水のための容量を確保するもの。

『利水ダム等における事前放流等の実施、体制構築』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

（5）流水の貯留機能の拡大

①利水ダム等による事前放流の更なる推進（協議会の創設等）

■取組の概要
・既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するにあたり、洪水調節容量を
使用する洪水調節に加えて、事前放流及び時期ごとの貯水位運用により一時的に
洪水を調節するための容量を利水容量から確保し、事前放流等を実施します。
・ 富士川水系では、約2,160万m3 の洪水調節可能容量について治水協定を締結。

：主要な地点

：流域界

：大臣管理区間

：指定区間

：県管理ダム［目的］

：利水ダム［目的・管理者］

ダムの機能

F:洪水調節、
N:流水の正常な機能の維持、
W:上水道用水
A:農業用水、
P:発電

（案）

※別紙「各対策のバーチャート」における分類
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：富士見町】

『条例等に基づく開発行為に対する流出抑制指導、促進』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(6)流域の雨水貯留機能の向上

①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

富士見町、南アルプス市、富士川町、笛吹市、富士宮市、富士市、静岡市、沼津市

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

■取組の概要

富士見町環境保全条例により、「開発区域その
周辺の区域及び下流の地域において、溢水によ
る被害を防止するための処置を講ずること。」とし
ている。
開発行為に対し雨水排水処理は敷地内浸透処
理を原則とするが、開発区域面積が１haを超える
場合は、「長野県流域開発に伴う防災調整池等
技術基準」により防災調整池その他の流出抑制
措置を講ずるものとする。
（根拠法令：都市計画法第３３条第３号、都市計
画法施行令第２６条）

富士見町での事例

流出抑制の取組として、大規模太陽光発電設
備設置に伴い雨水貯留施設を整備。
施設規模としては７，２５４m3を貯留する。

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：静岡県】

『森林の維持・造成に関する取り組み』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(6)流域の雨水貯留機能の向上

②森林整備・治山対策

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

静岡県、長野県、山梨県

洪水時

過密化した保安林の本数調整伐渓流の安定化と山脚の固定

取組概要
・山地災害発生箇所における治山施設の設置による森林の復旧
・過密化した保安林における本数調整伐の実施による健全な成長の促進

取組よる効果
・森林の維持造成により、森林が持つ土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮。

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

（案）
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富士川流域における水源林造成事業地

富士川流域
水源林造成事業地

富士川

針交混交林 育成複層林

水源林の整備

間伐実施前 間伐実施後

森林整備実施イメージ

水源林造成事業による森林の整備・保全

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、
針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の
保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・富士川流域における水源林造成事業地は、約400箇所（森林面積約7千ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備を計
画的に実施していきます。

■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：森林整備センター】

『森林の維持・造成に関する取り組み』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(6)流域の雨水貯留機能の向上

②森林整備・治山対策 ※別紙「各対策のバーチャート」における分類

（案）

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

森林整備センター、長野県、山梨県、静岡県、富士見町
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：山梨県】

『雨水貯留浸透施設の整備』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(6)流域の雨水貯留機能の向上

③雨水貯留浸透施設の整備

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

山梨県、昭和町、富士宮市、静岡市、富士市、沼津市

一時的に雨水を貯留できるよう既存のストックなどを活用した流出抑制対策を実施

洪水時

■雨水貯留浸透施設の事例（甲府市立東小）

流域内に降った雨水を一時的に学校のグラウンドなどに貯め、河
川の急な増水を防いでいます。

グランド等に雨水を
一時的に貯留

流域内に降った雨水が
一挙に河川へ流入し氾濫

河川

■雨水貯留浸透施設のイメージ

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：静岡市】

『立地適正化計画（防災指針）の作成』

2.被害対象を減少させるための対策

（1）水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

①防災指針の作成

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

静岡市

■取組の概要

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

・「災害リスク」の観点を取り入れたま
ちづくりを実現するため、立地適正化計
画の記載事項として、新たに居住誘導区
域内の防災対策(防災指針)を記載します。
・「防災指針」の作成では、災害リスク
による具体的な問題を分析の上、防災ま
ちづくりの将来像や目標等を明確にする
とともに、ハード・ソフトの両面から安
全確保の対策を位置付け、その後、その
対策等を評価していきます。

■スケジュール（立地適正化計画）

出典：立地適正化計画作成の手引き(国土交通省、令和２年12月改訂）

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：甲府河川国道事務所】

『二線堤・霞堤の保全・整備 等』

2.被害対象を減少させるための対策

（3）浸水範囲の限定・氾濫水の制御

①二線堤の整備や自然堤防の保全）

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている組織

甲府河川国道事務所、甲斐市

上流側で破堤した氾濫水を、本川に戻す機能であ
る。特に、氾濫原の地形勾配が急で本川からの逆
流が少ない、急流河川において効果的である。急流
河川である釜無川の霞堤は、この氾濫戻し機能が
顕著である。

本川の洪水を逆流させて一時的に貯留する、
いわゆる自然遊水地における洪水調節機能で
ある。特に、氾濫原の地形勾配が緩く本川から
の逆流が可能な、緩流河川において効果的で
ある。

内水や支川の洪水を、本川に戻す機能であ
る。本川からの逆流が少ない地域において、樋
管がなくても内水排除ができる。

二線堤・霞堤の保全・整備

甲斐市竜王（信玄堤）

霞堤の機能
について

富士川流域に現存する歴史的治水施設（二線堤・霞堤）につ
いて、保全と整備を図るとともに、現在期待出来る効果や、施
設周辺の土地利用状況などの把握を行い、施設の効果を生
かすための課題に取り組む。

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

（案）
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：国、山梨県、静岡県】

『想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、家屋倒壊等氾濫想定区域図の公表』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（1）土地の水害リスク情報の充実

①水災害リスク情報空白地帯の解消

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

－

■対策の概要
・想定し得る最大規模の洪水に対する避難体制等の充実・強化

■実施内容
・自治体ハザードマップ作成のための洪水浸水想定区域図（想定最大規模、浸水継続時間、計画規
模）、家屋倒壊等氾濫想定区域、浸水シミュレーションの公表
（国：平成29年3月21日、山梨県：平成29年7月31日～、静岡県：平成29年12月26日～）
・上記を踏まえた自治体によるハザードマップ見直しの支援（引き続き実施）
・自治体による土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援（引き続き実施）

H29.3公表浸水想定区域図 浸水ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの公表

ハザードマップ作製に向けた
講習会の実施状況
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：南アルプス市、静岡市】

『地域防災力の向上のための人材育成』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（1）土地の水害リスク情報の充実

②地域の水防体制の強化

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

北杜市、韮崎市、甲斐市、昭和町、中央市、市川三郷町、山梨市、身延町、早川町、南部町、富士市

■対策の概要

・「自助」「共助」による地域防災力の強化を目的とし「地域防災リーダー養成講習」を開催。

・自治会推薦者及び一般応募者を対象に講習を受講。

・講習・実習内容は、避難所運営や自主防災マップ作成、自主防災組織による先進事例発表など。

＜講習会開催状況＞避難所運営図上演習＜講習会開催状況＞災害用伝言ダイヤル実習
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：山梨県、静岡市】

『適切な土地利用の推進』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（2）あらゆる機会を活用した水災害リスク情報の提供

①土地等の購入にあたっての水害リスク情報の提供

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

韮崎市、甲斐市、市川三郷町、富士川町、富士市

■対策の概要

・従来より、宅地建物取引業者に対し「水害ハザードマップの入手方法」や「内容説明」についてのは、

適切な対応を行ってきたところ。

・又、令和２年８月２８日には宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、水防法に基づき作成

された水害ハザードマップにおける「取引対象の宅地又は建物の所在地」を、新たに「重要事項説明」

の項目として位置付ける改正が行われたところ。

■対策の現状

・山梨県では、「不動産関係団体への説明」の為、会議へ参加

「水害リスクに関する情報の解説」を実施、静岡市では「不動

産業者に対しハザードマップを配布」「WebGIS版ハザードマップ

参照を説明」などの取組みを実施し、宅地建物取引業者及び

購入者へ周知・説明に努めている。

宅地建物取引業法施行規則

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：山梨県、国土交通省、（市町は情報活用）】

『簡易型河川監視カメラの活用』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

（3）避難体制等の強化

①洪水・高潮予測の高度化

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

（※市町は情報活用）

■対策の概要

・平成２９年７月の九州北部豪雨や平成３０年７月豪雨においては、洪水時に河川の状況をリアルタイム

に把握する手段がなく、住民の避難行動を強く促す河川映像などの情報を発信することが課題。

・簡易型カメラを多数の地点に設置し、身近な河川の状況をウェブサイト等配信によりリアリティをもって

伝え、地域の方の避難に活用いただく。

■整備の状況 ： 山梨県では、令和２年度末で「２９基」 を設置済し、ウェブサイトにて配信中。

「川の水位情報」より 設置事例ウェブサイトでの表示

（案）
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『講習会等によるマイ・タイムライン普及促進』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

（3）避難体制等の強化

②ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

山梨県及び静岡県の１８市町において、復旧促進を行う予定

■対策の概要

・マイ・タイムラインは、台風や大雨の水害時に対し、各自住民一人ひとりの家族構成や生活環境に合

わせて、「いつ」「誰が」「何をするのか」をあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画。

・それぞれがマイ・タイムラインを作成することで、行動のチェックリストや判断のサポートツールとして活

用され、「逃げ遅れゼロ」を期待。

・国は作成支援ツールを提供、県・市町開催し住民が参加する防災関係会議等にて、講習の場を設置。

＜県主催会議での紹介＞

「小中学生向けマイ・タイムライ
ン検討ツール～逃げキッド～」

「自治体職員・地域リーダー向
け、住民説明用～マイ・タイムラ
インかんたん検討ガイド～」

■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：県・市町（国は支援・助言）】 （案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：市町村（、国土交通省他）】

『道路高架区間の一時避難場所としての活用』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

（3）避難体制等の強化

③安全な避難先の確保

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村 （括弧内は、緊急避難施設の路線名・道路管理者）

甲斐市（国道20号・甲府河川国道事務所、中央自動車道・NEXCO中日本）
※上記の他、今後、緊急避難場所として活用するニーズがある箇所について、整備等に向けて市町村と道路管理者間で調整

■対策の概要

・昨今の豪雨災害を踏まえ、地方自治体では洪水等発生時の緊急避難場所の確保が急務。

・洪水等の浸水想定エリアと重複する道路（直轄国道・高速道路）区間のうち、浸水想定より

道路の方が高い道路区間を抽出。

・地方自治体から緊急避難場所として要望のある箇所に対し、避難施設等を設けることで、

洪水等発生時の住民の安全を確保。

【道路区域に設けられる緊急避難施設のイメージ】 【整備事例】 【区間の抽出イメージ】

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：県・市町（国は支援・助言）】

『広域避難計画の策定』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（3）避難体制等の強化

④広域避難体制の構築

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

山梨県では、令和２年度に県内全市町村を対象とした検討会を開催。

＜令和２年度の会議開催状況＞＜検討例＞平成３０年に、中央市と昭和町をモデル地区とした勉強会を開催

■対策の概要

・大規模災害時においては、被害状況により避難所が不足し、住民が市区町村外もしくは都道府県外へ

の避難を要する可能性があり、長期間浸水する恐れのある地域等、当該自治体を超えて避難する必要

がある自治体において、広域避難となることを想定した事前の協定等の取り決めを促進することを目的

とする。

■対策の現状 山梨県では令和２年度より、「広域避難検討会」を開催。

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：市町村（、国土交通省、県）】

『地図等を用いた災害教訓の“見える化”』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

（3）土地の水害リスク情報の充実

⑤水害リスク情報空白地帯の解消

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

北杜市、韮崎市、南アルプス市（R3.1.15時点掲載）

■対策の概要

・過去に発生した津波、洪水、火山災害、土砂災害等の自然災害に係る事柄（災害の模様や被害の状況など）が

記載されている石碑やモニュメントである「自然災害伝承碑」の情報を、地形図等に掲載することで、災害教訓を

“見える化”する取組を国土地理院において実施中。

・富士川流域における自然災害伝承碑の情報を登録し、地図を通じて過去の自然災害の教訓を防災教育に活用

することで、地域住民の防災意識の向上が図られ、的確な防災行動による被害の軽減を目指す。

＜自然災害伝承碑の登録事例（山梨県韮崎市）＞ ＜過去の災害情報を知る機会作り、災害履歴を学ぶ防災教
育素材、講習会等で防災意識向上となる起因等を期待＞

※今後、「富士川流域の減災に係る取組方針」に位置付け、他の市町村に展開予定

碑名 水難供養塔

災害名
昭和34年台風7号
（1959年8月14日）

建立年 1961

伝承
内容

昭和34年(1959)8月
14日の台風7号に
より、釜無川の堤
防が決壊、祖母石
地区は土砂と流木
による濁流に襲わ
れ、家の1階をすっ
ぽり水に埋めた。
濁流はそのまま一
ツ谷地区に流れ込
んだ。碑には亡く
なった16名の御名
前が刻まれている。

（案）
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：国、県、市町】

『大規模氾濫減災協議会の設置』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（4）掲載被害の軽減

①鉄道・河川・道路事業者等に対する、水害リスク情報や水害の回避・被害軽減のための様々な取り組みについて情報提供

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

※富士川流域現在対策協議会の全市町により、取組みを継続中。

■対策の概要

・大規模氾濫減災対策協議会制度は、平成２９年６月１９日施行され改正された「水防法第１５条の９及

び第１５条の１０」に基づき創設され、平成３０年１２月１３日社会資本整備審議会より答申された「大規

模広域豪雨を踏まえた水災害対策のありかた」を踏まえ、協議会の組織等について運用。

・構成員については、協議会毎に実施する取組み内容や地域の実情等を鑑みて決定するとされ、

「洪水時の運用調整等が必要となる公共交通事業者」や「下流

域に情報提供が必要なダム管理者（利水ダムを含む）」とあり。

■対策の現状

・富士川流域における減災対策協議会では、令和２年９月１日

にＪＲ東日本、ＪＲ貨物が参画。国・県・市町と共に富士川流域

の減災に取組んで行く事となった。今後、流域の減災に寄与

する関係機関へ参画を打診し、富士川流域の更なる減災対策

を進めて行く。

減災対策協議会 規約

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：国土交通省、県、市町、ＪＲ】

『多機関連携型タイムラインの策定、運用』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

（4）経済被害の軽減

②鉄道・河川・道路事業者等の連携による交通ネットワークの確保

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

国、山梨県及び静岡県の１８市町、ＪＲ等において、検討を進める予定。

■対策の概要

・防災関係機関が連携して災害発生の状況を予め想定し、河川管理者、関係各自治体、気象台等に加

え、福祉部局やライフライン事業者等様々な関係者による防災行動を取りまとめた「多機関連携型タイ

ムライン」の策定を進める。

・策定した「多機関連携型タイムライン」を各関係機関で事前に共有することで、防災行動を迅速に実施

し、被害の最小化を図るとともに、交通ネットワークの早期復旧・復興を目指す。
＜多機関連携タイムラインの進め方と完成イメージ＞
※荒川下流タイムライン（拡大試行版）より

（案）
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：山梨県】

『早期復興を支援する事前の準備』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（5）関係機関と連携した早期復旧・復興の体制強化

①被害自治体に対する支援の充実

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

なし

■対策の概要

・平成２９年６月１９日施行され改正された「水防法第１５条の９及び第１５条の１０」に基づき創設された

大規模氾濫減災対策協議会制度により、協議会においての必要な取組み事項について整理。

・この取組みの中で、「災害時及び災害復旧に対する支援強化」や「災害情報の共有体制の強化」が

あり、洪水発生中や洪水後における災害状況の迅速な把握と、

関係機関への共有化が求められているところ。

■対策の現状

・山梨県では、平成３０年度より導入した「ドローン」を活用し、

河川管理業務への導入。

・令和元年１０月の台風第１９号では、県内の災害現場等調査の

為、「ドローン」を使用しているところ。

取組みのイメージ

（案）
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■対策事例 【富士川流域治水プロジェクト：韮崎市、南アルプス市、昭和町、富士川町、身延町】

『市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（5）関係機関と連携した早期復旧・復興の体制強化

②広域的な被災情報を迅速に把握

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

甲斐市、中央市、笛吹市、早川町、南部町

■対策の概要

・平成２９年６月１９日施行され改正された「水防法第１５条の９及び第１５条の１０」に基づき創設された

大規模氾濫減災対策協議会制度により、協議会においての必要な取組み事項について整理。

・この取組みの中で、「市町村庁舎や災害拠点病院等の自主水防活動の推進に関する事項」として、

災害時拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実があり、洪水時の確実な情報伝達が求められ

ているところ。

■対策の現状

・韮崎市、南アルプス市、昭和町、富士川町、身延町では、

「防災無線システムや非常用電源設備を庁舎上層階に移設」や

「浸水想定区域内の行政機能（防災行政無線設備）を移転」

「庁舎への流入止水板整備」を行い、情報伝達等の機能確保

を図った。

取組み事例のイメージ

富士川町

防
災
行
政
無
線
設
備

浸
水
区
域
外
へ
施
設
移
転

（案）
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■対策事例 【富士川水系流域治水プロジェクト：国土交通省、県・市町】

『緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

（5）関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

③氾濫水を早期に排水するための対策

富士川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村

災害対策訓練は山梨県・静岡県の１８市町を対象に実施。又、排水計画に関する訓練は今後調整。

＜活用イメージ（緊急シミュレーション訓練より）＞＜緊急排水作業準備計画（案）の事例

■対策の概要

・洪水氾濫時における浸水被害の軽減、早期復旧を目的とした排水計画（案）を作成する。

策定においては、想定最大規模の浸水想定区域を前提にし、氾濫ブロック毎にアクセスルート検討

、排水ポンプ車の配置位置及び台数の決定、排水開始タイミング等の計画を策定。

又、本計画（案）を活用し、関係機関参加の下での緊急シミュレーション訓練実施や、市町参加による

災害対策機械講習会を実施し、災害発生時に備える。

※計画策定は、国土交通省。訓練参加は県・市町を対象。

（案）
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